
「埼玉県発達障害者支援センター」に
ついて
　埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」（以
下「まほろば」）は平成 14 年 10 月、埼玉県から
社会福祉法人けやきの郷が受託し事業を開始しま
した。早いもので、今年度で開所20年を迎えます。
　平成 14 年、厚生労働省の予算化により「自閉
症・発達障害者支援センター」として始まったセ
ンターは、平成 17 年発達障害者支援法の下「発
達障害者支援センター」と名称を変え、現在は、
全国の都道府県及び政令指定都市 97 か所に設置
されております。
　埼玉県においても、18 歳までを担当する埼玉
県発達障害総合支援センターと 19 歳以上を担当
する「まほろば」、そして政令市であるさいたま
市を担当する「さいたま市発達障害者支援セン
ター」の 3か所が設置されており、多くの皆様の
ご協力の下、それぞれの事業を展開しております。

　「まほろば」における主な事業内容は、①発達
障害者及びその家族等に対する相談事業（発達支
援・就労支援）②地域支援機関などの支援者や関
係者の育成と地域機関への協力体制の確立が大き
く二つの柱となっております。配置職員数が約 5
名と 600 万人を超える人口（さいたま市を除く）
がいる埼玉県においては、とても小さなセンター
となっており、事業内容の広さに対してマンパ
ワー不足が否めない状況ですが、地域のさまざま
な関係機関の皆様と協力をさせていただきながら
業務を行っております。

「まほろば」における相談の状況 
（令和 2 年度実績より）
　開所当時は重度の知的障害を伴う自閉症の方へ
の支援を主としておりましたが、平成 17 年「発
達障害者支援法」の施行により広く国民への普及
啓発がなされたことから、現在の主な相談者は通
常の教育課程を修了された方々が圧倒的に多い状
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況となっております。また、相談件数も開所から
年々増加し、平成 27 年をピークにその後はほぼ
横ばいの状況となっております。（平成 28 年以降
は成人期のみ換算）

　相談における特徴的な点としては、資料２にあ
りますように、未診断の方々からの相談が半数を
超えているという点です。仕事上での困りごとな
どからご自身で発達障害を心配される方の相談を
始めとして、ご家族や勤務先企業の上司など、本
人との日々のかかわりの困難さから「発達障害で
はなかろうか」と心配をされて相談につながると
いうことが多くなっております。発達障害につい
ての啓発効果を感じると同時に、発達障害を心配
される方がこれほど多いのかということを日々感
じ、障害の心配に関する相談をお受けしている「ま
ほろば」としては、その人のその後の人生に関わ
る大事な相談を引き受けていると認識し対応する
必要があると思っております。

新型コロナの状況下で…
　昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、
これまで行ってきた事業の変更を余儀なくされま
した。緊急事態宣言が発令された 4月・5月、来
所相談は緊急の相談を除き停止とし、電話相談と
メール相談のみの対応となりました。ご相談者の
皆様にはご負担と多くのご協力を頂いたと感謝し
ております。
　また、相談事業と共に事業の柱となっている普及
啓発及び研修事業においては、従来行っていた集
合型の研修が難しい状況となりました。どのような
形であれば研修を行うことが出来るのかという模索
から始まり、実施に向けては試行錯誤の連続となり
ました。人数を制限した集合研修、オンラインを活
用した配信型研修、グループワークなどやり取りが
必要となる研修ではZoomを活用した研修と、現状
において考えられる手段を試みました。前年度まで
は1つの研修で 80 名以上の参加者枠が 30 名～ 50
名となってしまうなど課題は多くあったものの、支援
者の皆様に学びの機会を届けられたことと新たな研
修のスタイルを獲得できたことは不幸中の幸いだった
と思っています。
　今年度も、発達障害者支援に携わる支援者を対
象とした専門研修を4本（Zoom）と企業の人事担当
者や就労支援を担当する支援者を対象とした発達障
害者雇用に向けた企業支援セミナー（埼玉県経営者
協会・埼玉労働局・埼玉県と共催）を開催する予定
です。詳細は決まり次第 HP 等でご案内いたします
ので、ご関心がある方はご確認ください。
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資料１

•未診断者は例年６割前後で推移している
•未診断者の中には、別の診断（精神／身体障害等）のある者も含んでいる

資料２

未診断・不明
52％

アスペルガー症候群
５％
広汎性発達障害
（知的あり）
２％

広汎性発達障害
（知的不明）
２％

学習障害
１％

広汎性発達障害
（知的なし）
８％

ADHD
13％

自閉スペクトラム症
（知的あり）

３％

その他（知的障害等）
２％

自閉スペクトラム症
（知的なし）
11％

自閉スペクトラム症
（知的不明）
１％

相談内容別（重複カウント：１相談に複数内容有）
※平成 25年度より集計項目変更（厚労省）

•障害の心配：自分（もしくは家族等）が発達障害なのではないか
•家庭生活：家庭での養育や生活について
•福祉サービス：発達障害の人が利用できる制度やサービス等について
•情報提供：医療・療育・支援機関の情報が知りたい
•教育：教育や学校不適応について
•進路相談：将来の進路について
•困難事例：行動障害や引きこもりについて
•就労相談：就労についての相談
•職場相談：現在勤めている職場について
•その他：上記に該当しないもの
※平成 25年度より集計項目変更（厚労省）

資料３

障害の心配
13％

その他 3％

家庭生活
32％

福祉サービス
12％

情報提供
12％

教育１％

困難事例１％

就労相談
13％

職場相談
11％

進路相談２％埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」相談者の推移
（平成 17年度〜令和２年度）

発達障害診断別内訳
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新たな取り組み（試行）
　埼玉県においては、成人期発達障害者の相談増
加に伴い、平成 23 年より成人期支援強化事業が
始まりました。「まほろば」においては、高校や
大学を卒業後に発達障害の特徴が強く、継続した
就労に結びつかない方を主な対象とし、特に自閉
症圏者などの特徴としてみられる「働くことのイ
メージ不足」を補い、本人が目指す就職活動を明
確にすることを目標とした「就労支援準備アセス
メント」を開始しました。その中で、一定の作業
能力はあるものの、障害受容に関わる課題や良好
な社会経験の少なさを背景とした不安、社会的
ルールの歪曲による集団活動の難しさなど、福祉
サービスの利用までには課題が多くある群がいる
ということが把握されてきました。この点を踏ま
え、「まほろば」としてどのような働きかけが出
来るかについて検討を重ね、令和 2年度、集団プ
ログラムの参加を通して、引きこもり状態にある
本人とその家族が自立した社会生活に向けて地域
の支援機関を活用できることを目標とした「自立
支援プログラム」を試行的に開始することになり
ました。
　プログラムの目標は以下の 3点になります。
１：�集団活動を通して、社会生活の基本となるマ
ナーやエチケットを学ぶと共に、人と関わる
ことや楽しみや喜びを体験し、社会参加への
自信と意欲を高めること

２：�様々な体験活動を通して、育ち直しの機会を
提供するとともに、本人が障害特性を含めた
自己理解を深めることを促す

３：�様々な半構造化場面におけるアセスメントを
通じて、支援者が本人の特性への理解を深め、
よりよい支援につなげること

「自立支援プログラム」の試行を 
通して
　昨年度、試行的に実施をした「自立支援プログ
ラム」には全部で 12 名の方が参加をされました。
参加者 12 名中 11 名が自閉症スペクトラムの診断
があり、ほとんどの方が集団への参加に対する抵
抗感や不安感が強く、自身の障害特性を含めた自
己理解が不十分で支援者間と目的の共有やコミュ
ニケーションが難しく、地域の就労支援センター
や医療機関などの関係機関からの協力依頼があっ
た方でした。

　プログラムでは、自然と笑いがこぼれる雰囲気
の中で共に過ごし、様々な活動を通して「楽しさ」
や「美味しさ」などの「生活の彩」に触れること
を通じながら、「適切な対人行動について学び直
しをすること」「人への信頼を回復すること」を
目標に行いました。
　参加メンバーたちは、色々な体験を参加者全員
で共有する中で、沸き起こる感情や感覚を分かち
合い、それぞれの違いを目の当たりにすること
で、「人」とはどういう存在であるのかというこ
とを捉え直していくきっかけになったように感じ
ます。ある参加者は「人間社会は良く出来てい
る。いろいろな人がいて、違うからこそ上手く成
り立っている。正解は一つではない。そんな当た
り前のことが今初めて繋がった。」と言いました。
また、ある参加者はプログラムの最終日、一番楽
しかったことを尋ねると「みんなで一緒に歩いた
こと」と言いました。この二つの言葉には発達障
害者の困りの根底が現わされているように感じ、
支援にあたっての大事なヒントが隠れているよう
に思いました。

おわりに
　今回、試行的に行った自立支援プログラムや
日々の相談業務の中で、私たち相談員は多くの発
達障害の方々と出会います。一人一人との出会い
を通し、「発達障害はどのような障害で、その特
性はどのように現れるのか、発達障害者（その人）
にとって必要な支援とは何なのか」をその度に考
えさせられ、教えられます。私たち相談員は、今
後も発達障害のある方々やそのご家族、地域の支
援者の皆様とのたくさんの出会いを通し、常に学
び続け、より良い支援を追求しなければなりませ
ん。そして、それぞれの出会いで学んだことを整
理し、皆様へ情報発信をしていくことは発達障害
者支援センターの大きな役割であると考えており
ます。
　今後も、関係機関の皆様との協力のもと、事業
を行ってまいりたいと思っておりますので、引き
続きのお力添えをよろしくお願いいたします。
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開所からの流れ
　平成 21 年、厚生労働省はひきこもり支援推進
事業を開始し、それ以降、全国で「ひきこもり地
域支援センター」（以下、センター）が開所する
ようになりました。行政が運営しているセンター
が大半ですが、埼玉県は民間に委託することにな
り、NPO法人越谷らるごは手を挙げ平成 27 年か
ら受託しました。
　それから間もなく 6年になろうとしています。
この間で、ひきこもりに関する相談が大幅に増え
た時期がありました。それは連続してひきこもり
をめぐる事件（注１）が起きた令和元年６月頃の
ことです。奇しくもその同じ年の 3月、40代以上
のひきこもりの実態調査報告が初めて内閣府から
なされ（注２）、事件と合わせて社会に大きなイン
パクトを与える形となりました。メディアによる
報道は様々ありましたが、当事者団体がメディア
に出てくるなど、かつての一方的に引きこもって
いる人をバッシングするような報道は少なくなっ
てきました。そして全国のセンターが紹介され、
積極的に相談することが呼びかけられました。

　当センターでもその頃から相談が急増しまし
た。しばらくして、報道の過熱は収まり、その後
のコロナウイルス感染拡大により、ひきこもりの
ニュースは激減しましたが、当センターに寄せら
れる相談件数は減少することなく現在に至り、令
和 2年度も令和元年度と同様の 1,500 件ほどの相
談がありました。事件自体は悲しくやるせないも
のでしたが、報道をきっかけに全国のセンターの
ことが紹介されて、相談先が知られるようになっ
たことはよかったと思います。

センターへの相談者
　私たちが受けている相談で特徴的なのは、ご本
人からの相談が多いということです。そして、母
親、父親と続きます。また近年では、ご本人の兄
弟姉妹からの相談が増えています。兄弟姉妹から
の相談が多い背景には「8050 問題」という言葉
に代表されるように、引きこもっている方の高齢
化、親の高齢化があると考えられます。親亡き後、
ご本人を支えていくのは、自分たちなのでは、と
考え不安になっている兄弟姉妹が増えている印象
があります。ご本人の年齢も以前は 20 代、30 代
が多かったのですが、最近は 40 代以上も増えて
います。
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　繰り返しになりますが、圧倒的に相談として多
いのは、ご本人からです。このことの理由として
考えられるのは、私たちのスタンスにあると思い
ます。私たちが大切にしていることは、次のこと
です。
①ひきこもりを否定的に見ない。
②�同じ目線に立とうとすること。指導的・指示的
にならない。本人へのリスペクトを大切にする。
③�相談者の思い、意思を大事にする。提案・助言
でなく情報提供をするというスタンスでいるこ
と。
④�相談者の思いと本人を分ける。困っているのは
誰か？誰の思いか？を考える。
⑤�言葉の奥を考える。その時の相手の印象や話し
た内容がその人の全てだとは思わないようにす
る。一方で伝えたいことは何なのか、相談員に
求めていることは何なのかを考えるようにして
いる。

ひきこもりを否定的に見ない
　このなかで、最も大切にしているのは、①の「ひ
きこもりを否定的に見ない」ということです。そ
の人その人の人生があり、生まれた環境があって、
その人なりに生きてきた、その人生を否定する権
利は誰にもありません。色々な偶然や不運、きっ
かけで今の生活になっているかもしれません。
　ただそう言っても、相談員が話を聞く中でその
人の生き様をまるまる肯定するというのは、無理
や嘘が出てくるかもしれません。なので、その人
のことを肯定することは難しくても否定をしない
ということはできると思います。その人が生きて

きた道をありのまま受けとめ、そうか、そうだっ
たのか、しんどかったね、とフラットに聞くこと
はできると思います。引きこもることを良い悪い
ではなく、評価するのでもなく、フラットな眼差
しで関わることがご本人の安心につながり、自分
のことを分かってもらえた、また話をしてみよう、
という気持ちになるのだと考え、相談を受けるよ
うにしています。

本人の側に立って考える
　また関わりの中で大切な点としては、「本人の
側に立つ」ということです。相談の中で、親の思
いと子の思いが違うことはよくあります。例えば、
就労してほしいという相談を親から受けても、本
人がどう思っているかは分かりません。本人もそ
う言っていると親が言っていても、実際の本人の
気持ちは分かりません。親の不安、期待を受けて、
本人は仕事ができる状態でないのに、気持ちだけ
でも無理をしてしまえば、本人の苦しさは増すば
かりで、引きこもる期間も長くなりがちです。相
談では、親の不安、焦り、思いを聞き、それでも
それは誰の思い、誰の不安なのかを整理し、親の
思い、本人の思いを分けて一緒に考えていきたい
と思っています。
　「本人の側に立って」ひきこもりを考えるとき、
ヒントになる考え方があります。ひきこもりのプ
ロセスという考え方です。これは社会評論家、芹
沢俊介氏（注３）の考え方で、ひきこもりには往
路、滞在期、帰路というプロセスがあり、そのプ
ロセスに沿った関わりが大切だというものです。
　まずは、往路です。これは傷ついた体験等をきっ
かけに不登校など社会的関係（学校や会社など）
から撤退しようとする時期です。例えば、仕事に
行こうとすると、頭痛や腹痛、強迫神経症的な症
状など心身に様々な症状が出てしまうことがあり
ます。これは自分の体が自己防衛しようとしてい
るサインで、「行かなくちゃいけない」と思って
いる自分に対して会社や学校等を休むように体が
促すサインです。この時期にそのサインを無視し
て無理をすると、うつ状態になる等、より悪い状
態になってしまいます。
　それゆえ必要な支援としては、周囲は学校や仕
事に無理に行かせない、社会的な関係から撤退し
速やかに安心して引きこもれるようにするという
ことが重要です。
　続いて、滞在期です。これは社会的な関係がな
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くなってから自己治癒をしていく時間です。この
時間では、今の自分とありたい自分の折り合いを
どうつけるか、自分が自分と関わる関係、つまり
自己間関係を作る時期です。この時期、引きこもっ
ている自分はダメだと思い、自身の中で葛藤する
苦しい時期です。
　この時期、周りが積極的にできることはあまり
ありません。家族が落ち着いて暮らし、本人の気
持ちを理解しようとする、美味しいごはんを作っ
たり、家族関係をよくしたりすることが、遠回り
のようで大切なことになります。その結果、本人
が安心して家にいられる、自分がいてもいいんだ
と思えることにつながります。相談機関の役割と
しては、不安をあおったり、期限を区切ったりす
るのではなく、親御さんの不安や受けとめ、肩の
荷を軽くすることが大切だと思います。もちろん、
プレッシャーをかけていくことで上手くいくとい
うこともあるかもしれません。何がいいのかは
やってみないと分からない部分もありますが、た
だプレッシャーをかけていくことでのリスクは相
当にあると思います。
　最後に帰路です。これは今の自分を受け入れ、
再び何かをしようと思う時期です。その進みたい
あり方は必ずしも就労ではなく、家で穏やかに暮
らすということかもしれません。その人なりの幸
福感の中で暮らせること、自分のペースで生きら
れることが大切に思います。この時期、本人が元
気そうに見え、色々なことができそうに見え、周
りの本人への期待も高くなります。ですが、とに
かく動き出すのは本人で、これからをどうするか
決めるのも本人です。本人よりも先走ったり、本
人の背中を必要以上に押したり、何かを強く期待
したりすることはNGです。
　こんな風に考えて相談を受ける際の手がかりに
し、日々関わるようにしています。

ともに生きる～相談員はどうあるべきか
　私たちは長年ひきこもりの相談を受けています
が、専門家というスタンスではいません。何か特
別な知識があるという前提では関わっていないの
です。ただただ、一人の人として、すぐそばにい
て、寄りかかってもらえたら、苦しさを吐き出し
てもらえたら、困ったときに思い出してもらえた
らとの思いで関わっています。
　この円グラフにあるように、なかなか本人も家
族もどうすればいいのか、分からない中で、6割

近くの人は、具体的な情報や提案よりも、ただ話
を聞いてもらうことを望んでいます。本人や家族
が安心して相談でき、分かってくれる相手になる
ことが、長い目でみると大切であり、そうしたつ
ながりを作っていくことが、遠回りのようで、近
道ではないかと思います。

これからの課題
　最後に相談を受ける上で困っていること、課題
について書きたいと思います。
①居場所や親の会が少ない。
→民間での取り組みのよさを理解し、行政は後
押しをしてほしい。

②ひきこもり相談窓口が市町村にほとんどない。
→たらい回しにならないように総合的な窓口を

③ひきこもりへの否定的な目線がいまだ根強い。
　冒頭で、報道が変わってきたという話をしまし
たが、その実、例えばネットの世界では、ひきこ
もりに対する誹謗中傷はたくさんあり、テレビな
どには出てこない分、地下にもぐって手厳しい言
説がなされているように感じます。そしてご本人
たちはそうした発言に敏感になり、見なければい
いと思うのですが、気になってしまい、見てしま
い、そうした見方を自身の中に取り込んでしまう。
そういう難しさがあります。コロナ禍にあっては
その傾向は顕著になっているのかもしれません。
引きこもっていても安心して引きこもれていない
方のことが気になります。

ただ話を聞いて欲しい
56%

令和２年度の相談から

その他
12%

情報を知りたい
9%

将来の不安
２%

就労・進学
７%

家族関係
３%

本人との
接し方
６%

生活改善
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相談の目的
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注１）２つの事件
　令和元年５月 28日、神奈川県でスクールバスを待っていた私立小学校の児童ら 20人が、刃物を持っ
た 50代の男に殺傷された。容疑者の男性は直後に首を切って自殺。男性は長年引きこもっていたとされ
る。その 4日後、そのニュースを見た 70代の男性が自宅で 40代のひきこもりの息子を刺殺した。

注２）「ひきこもり」の調査
　実際に調査をして把握することは難しく、これまでの内閣府の調査では、推計数という形で、近年では
平成 27年 12月に 15歳～ 39歳まで、そして平成 31年 3月に 40歳～ 64歳までを調査し、あわせて
115 万人ほどが推計された。特に 40代以上の年齢の高い「ひきこもり」が初めて具体的に数値として
示された。

注３）芹沢俊介氏
　社会評論家。家族、教育、子ども、若者、少年犯罪などについて執筆・講演活動を続けている。主な著
書：『引きこもるという情熱』（雲母書房）、『存在論的ひきこもり論』（雲母書房）、『子どものための親子論』
（明石書店）など多数。ひきこもりのプロセスについては『「存在論的ひきこもり」論』を参照。

参考　「ひきこもり」の定義
　様々な要因の結果として、社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職員を含む就労、家庭外での交遊）
を回避し、原則的には６か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わらない形で
の外出をしていてもよい）を示す現象概念。
※�ひきこもりは、原則として統合失調症の陽性あるいは陰性症状に基づくひきこもり状態とは一線を画し
た非精神病性の現象とするが、実際には確定診断がなされる前の統合失調症が含まれている可能性は低
くない。� 厚労省HP「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」より

相談時間：月・水～土曜日　10:00 ～ 18:00
相談体制：常勤 2名、非常勤 2名
対　　象：6歳以上の埼玉県民　(さいたま市をのぞく）
相談種別：電話・来所・メール・訪問相談
Ｔ Ｅ Ｌ：048-971-5613　Ｆ Ａ Ｘ：048-970-8882
E -m a i l：center@k-largo.org
所 在 地：�埼玉県越谷市千間台東 1-2-1 白石ビル 2階�

（東武スカイツリーラインせんげん台駅徒歩1分）

今年度Zoomを使ったオンライン「ひきこもり」相談も始めました。
（土曜日に実施しています。）

埼玉県ひきこもり相談
サポートセンターの概要
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開催までの経緯
　依存症フォーラムとは、様々な依存問題についての
啓発を目的とした一般県民向けのイベントです。平成
30 年度から開催しており、依存関連問題に関心のあ
る当事者・ご家族・支援者等の方々から多くのご参加
を頂いています。例年会場にて実施しており、依存関
連問題に関する講演のほか、各種自助グループ・回復
施設等について知ったり、交流したりする場を提供し
ていました。しかし、令和 2年度は新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大により、通常の開催方法の見直し
を迫られました。そこで令和 2年度は収録済みの動画
をWEB配信する方法で、皆様に依存症フォーラムを
お届けすることといたしました。

①講演について
　日本大学文理学部社会学科教授の中村英代先生に講
師を依頼し、『コントロールを手放す - 生きづらさか
らの解放とセルフヘルプ・グループ』と題してご講演
を頂きました。社会学がご専門の中村先生は現代社会
の生きづらさとそこからの解放について研究されてい
ます。今回は私たちに身近な依存の問題とその回復に
ついて、『コントロール』という新たな観点をご提示
いただきました。視聴者のアンケートからは「依存症
問題の発生のしくみや変えられないものを変えようと
するところに依存問題が発生するということがわかり
ました。」「依存症に対して、どのように捉え、当事者
の方に関わってよいのかをいつも迷いながら相談を受
けていたので、依存症の種類からその背景にあるつら
さや苦しみについて、わかりやすく講演いただけて、
とても参考になりました。」といったご感想を頂きま
した。また依存症を社会学の観点から考えることに新
鮮さを感じた方も多くいらっしゃいました。

②団体紹介について

　動画にて 1団体につき 5分程度の団体紹介を行いま
した。団体の活動概要や理念、活動内容等が個性豊か
に表現された見ごたえのある動画となりました。紹介
団体からは「書面とは違い生の声を届けられたので、
よりリアル感が出ていて良かったです。」「撮影に参加
できたことは会の活動、個々の活動への力となりまし
た。」等の感想を頂きました。また、視聴者のアンケー
トからは「どの団体も新たな参加を歓迎してくれる雰
囲気がよく伝わりました。」「当事者の方にセルフヘル
プ・グループについて紹介する際に、どういったこと
をしているのか、なぜ参加する意味があるのかを伝え
やすくなったように感じます。今後の患者さん、ご家
族の方への支援に役立てていきたいです。」等の感想
を頂きました。各団体の特徴についてよく把握できた
というご感想も多く頂きました。

WEB配信による開催を振り返って
　初めての試みである依存症フォーラムのWEB配信で
したが、計 579 名の方からお申込みを頂き、第 1部・第
2部とも動画の再生回数は1,000 回前後を記録しました。
この結果から県民の皆様の依存関連問題への高い関心
がうかがわれると同時に、参加者の所属・職種・立場・
地域の広がりからはWEB配信によるアクセス性の高まり
が感じられました。今回の依存症フォーラム全体を通し
て、視聴者の方からは「依存症を一人で抱え込もうとする
と、辛い思いをするが自助グループや病院、専門職の方々
と解決をしていくことは、本当に心強いと思いました。」「た
いしたことはできないけれど、これからも依存症者に対
して『あなたが悪い』というのではなく、とまらない行動
の背景をみつめ、少しでも寄り添ってあげたいと思いまし
た。」といったご感想を頂きました。また 2週間の動画配
信期間を設けたことで、お仕事やご家庭の事情がある方
にも参加の機会が広がったようでした。WEB配信によ
る開催は総じてご好評を頂き、本事業担当としても時勢
にあった企画立案の重要性を改めて感じる結果となりま
した。今後もこころの健康に関するあらゆる情報が、県
民の皆様のお手元に届きやすくなるよう、望ましい普及
啓発の在り方について検討を重ねていく所存です。

３　�令和２年度依存症フォーラム(WEB配信)を開催しました
埼玉県立精神保健福祉センター 精神保健福祉部 企画広報担当

令和 2年度依存症フォーラム概要
配信期間　令和3年3月15日（月）～令和3年3月29日（月）
方　　法　�埼玉県公式 YouTube チャンネル�

「サイタマどうが」における限定公開
構　　成　�・オープニング動画�

�・第 1部　講　　演�
�・第 2部　団体紹介

紹介団体：�埼玉ダルク、埼玉断酒新生会、さいたまマック、浦和
まはろ相談室、埼玉県立精神医療センター、埼玉県
済生会鴻巣病院、不動ヶ丘病院、ＮＡ、ＧＡ、ギャマノ
ン日本サービスオフィス、ギャンブル依存症家族の会
埼玉、依存症ご本人の自助グループ、家族の回復ステッ
プ１２、埼玉県立精神保健福祉センター
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